
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスクドライブに装填可能な磁気ディスクカートリッジであって、
　該磁気ディスクカートリッジが、ハウジング内に磁気ディスクを回転自在に収容してな
るものであり、
　

　前記ハウジングが、前記ディスクドライブの磁気ヘッドを前記磁気ディスクの表面にア
クセスさせるための開口と、該開口を開閉するシャッターとを備えているとともに、
　前記ハウジングが、 下シェルと、該下シェルの内側に上方から嵌合される

上シェルとによって構成され、

　

　すべての構成要素が、前記下シェル内に積上げ方式で組み付けられるように構成されて
いることを特徴とする磁気ディスクカートリッジ。
【請求項２】
　下シェル側のシャッターが前記下シェルの内側に配置され、上シェル側のシャッターが
前記上シェルの外側に配置され、かつ上下のシャッターが前記ハウジングの開口の前面側
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前記ハウジングが、前記磁気ディスクの輪郭に沿った円弧と、前記輪郭に沿った円に外
接し、かつ互いに直交する２本の直線とからなる外縁形状を有し、

金属製の 金属
製の
　前記下シェルは、底板と、前記開口の部位を除いて前記底板の周縁から上方へ立ち上が
る側壁とを備え、

前記上シェルは、頂板と、前記開口の部位を除いて前記頂板の周縁から下方へ垂下して
、前記下シェルの側壁の内側に直接嵌合結合される側壁とを有し、



において互いに結合されて一体に回動し得るように構成されていることを特徴とする請求
項１記載の磁気ディスクカートリッジ。
【請求項３】
　前記磁気ディスクが、バリウムフェライト粉末を用いた高記録密度磁気記録媒体である
ことを特徴とする請求項１ 記載の磁気ディスクカートリッジ。
【請求項４】
　ディスクドライブに装填可能な磁気ディスクカートリッジであって、
　該磁気ディスクカートリッジが、ハウジング内に磁気ディスクを回転自在に収容してな
るものであり、
　

　前記ハウジングが、 下シェルと、該下シェルの内側に上方から嵌合される
上シェルとによって構成され、かつ前記ディスクドライブの磁気ヘッドを前記磁気デ

ィスクの表面にアクセスさせるための開口と、該開口を開閉するシャッターとを備え、
　

　

　 シャッターが、前記下シェルの内側に配設される下側シャッターと、前記上シェル
の外側に配設される上側シャッターとによって構成されているとともに、前記下側シャッ
ターと前記上側シャッターとが、カートリッジ組立て時に圧入によって一体化され得る係
着手段を備えていることを特徴とする磁気ディスクカートリッジ。
【請求項５】
　前記下側シャッターと前記上側シャッターとに、一体化後の上下方向の相対移動を阻止
する外れ防止手段が設けられていることを特徴とする請求項 記載の磁気ディスクカート
リッジ。
【請求項６】
　前記下側シャッターおよび前記上側シャッターが、ハウジングの開口を上下から閉塞す
る水平な扇状の主板部と、該主板部の円弧状の外縁に沿って略垂直に折り曲げられた垂直
板部とをそれぞれ備え、前記係着手段および前記外れ防止手段が、双方の垂直板部に設け
られていることを特徴とする請求項 記載の磁気ディスクカートリッジ。
【請求項７】
　前記磁気ディスクが、バリウムフェライト粉末を用いた高記録密度磁気記録媒体である
ことを特徴とする請求項 のいずれか１項記載の磁気ディスクカートリッジ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン等に設けられ
たディスクドライブ等に対し交換自在に装填可能な小型の磁気ディスクカートリッジに関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン等の電子機器のカ
ードスロットには、種々の記録メディアが挿抜可能に装填され、記録再生をするようにな
っている。このような記録媒体としては、半導体メモリタイプのもの、ハードディスク型
のもの、光ディスク型のもの、フロッピー（登録商標）ディスクのような磁気ディスクの
小型のもの等、各種のものが実用に供されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
この中では、半導体のメモリが取り扱いやすく、記録容量も適当に大きいので、最もポピ
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または２

前記ハウジングが、前記磁気ディスクの輪郭に沿った円弧と、前記輪郭に沿った円に外
接し、かつ互いに直交する２本の直線とからなる外縁形状を有し、

金属製の 金属
製の

前記下シェルは、底板と、前記開口の部位を除いて前記底板の周縁から上方へ立ち上が
る側壁とを備え、

前記上シェルは、頂板と、前記開口の部位を除いて前記頂板の周縁から下方へ垂下して
、前記下シェルの側壁の内側に直接嵌合結合される側壁とを有し、
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ュラーであるが、比較的価格が高い。したがって、これらのメモリを用いるデジタルカメ
ラなどでは、撮影した画像データをパソコンなどに転送して保存し、その後データは削除
し、記録媒体は繰返し使うのが一般的である。
【０００４】
ハードディスク型のものとしては、３４０ MBや１ GBの容量を持つものが知られているが、
これも価格が高く、データは他に転送して保存し、記録媒体は繰返し使うことになる。
【０００５】
光ディスク型のものは大きさの割に記録容量が大きく、例えば３５ｍｍ×４１ｍｍ×１１
ｍｍのサイズの中に２５６ MBのデータを記録することができ、５１２ MBの記録容量を持っ
たものも実現しようとしている。しかし、光ディスクは書込みに時間がかかるので記録速
度が遅いという難点がある。
【０００６】
一方、フロッピー（登録商標）ディスクのような磁気ディスクを５０ｍｍ×５５ｍｍ×２
ｍｍ程度の小型のものとし、これをパソコン等のカードスロットに挿入できるサイズのデ
ィスクドライブに交換自在に装填可能としたものも知られているが、これは容量が４０ MB
と小さく、カメラの画像を記録するという観点では容量不足であるし、大きさもデジタル
カメラには向かない。
【０００７】
近年、デジタルカメラが、その記録の簡便さ、撮像素子の開発による画質の向上、データ
の削除や転送の可能性や記録容量の大きさなど、パソコンが普及した社会の背景と相俟っ
て、急速に広く普及しているが、記録媒体（以下、メディアという）が上述のように価格
や容量の面で制限されているため、その使用の態様に制限がある。例えば、メディアが高
価であるため、１台のカメラにメディアを何枚も持つということはしないで、データが一
杯になったらパソコンに移して削除するなどして、１枚のメディアを繰返し使用するのが
普通であることは上述の通りである。そのため、旅先で記録媒体が足りなくなることがあ
り、またデータを入れたメディアをそのまま保存したり、人にあげたりするというような
ことができない。
【０００８】
そこで、デジタルカメラで撮影したデータをそのまま保存したり、気軽に人にあげたりす
ることができるように、大容量で安価な小型のメディアの実現が望まれる。また、パソコ
ンにおいても、データを入れて人に渡したりすることができる大容量で安価な小型のメデ
ィアの実現が望まれる。
【０００９】
そのような要望に応え、デジタルカメラで撮影したデータやパソコンのデータをそのまま
保存したり、気軽に人にあげたりすることができるような大容量で安価な小型のメディア
として、パソコンやデジタルカメラなどの電子機器に装填可能なカード型ディスクドライ
ブと、そのディスクドライブに装填可能な磁気ディスクカートリッジとからなるメディア
が考えられる。すなわち、そのような磁気ディスクカートリッジとして、開閉シャッター
を備えたハウジングに高密度磁気記録が可能なフレキシブルな磁気ディスクを回転自在に
収容し、例えば２００ MB以上の記録容量を備えた磁気ディスクカートリッジとすることが
考られる。そのための高記録密度磁気記録媒体としては、金属蒸着法により金属薄膜を施
したもの、スパッタリング法により金属薄膜を施したもの、あるいはバリウムフェライト
粉末やメタル粉末（例えば強磁性金属粉末）を用いたものが採用できる。バリウムフェラ
イト粉末を用いたものの例として、本出願人が出願した特願２００１－３１２８６４号が
ある。
【００１０】
「バリウムフェライト粉末を用いた高記録密度磁気記録媒体」とは、磁性層にバリウムフ
ェライト粉末を含有した磁気ディスクであって、高記録密度の実現が可能な材料を用いた
ものであり、例えば、特願２００１－２０５２９０号に開示された、非磁性支持体の少な
くとも一方の面に、非磁性粉末及び結合剤を含む非磁性層と、六方晶系フェライト粉末で
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ある強磁性粉末及び結合剤を含む磁性層とをこの順に有する磁気記録媒体であって、非磁
性層が平均粒径１０～３０ｎｍのカーボンブラックを前記非磁性粉末１００質量部に対し
て１０～５０質量部含有し、磁性層の厚さが０．２μｍ以下であり、電子線マイクロアナ
リシスによる強磁性粉末に起因する元素の平均強度ａに対する強度の標準偏差ｂが０．０
３≦ｂ／ａ≦０．４であり、かつ、磁性層の中心面平均粗さＲａが５ｎｍ以下、１０点平
均粗さＲｚが４０ｎｍ以下である磁気記録媒体である。この材料を用いた磁気ディスクに
対しては、例えば高記録密度の可能なＭＲヘッド等の磁気ヘッドを用いて情報の記録再生
を行う。
【００１１】
上記メディアによれば、記録容量２００ MB以上、好ましくは５００ MB以上の高記録密度の
メディアを実現することができ、これにより、例えば静止画であれば一枚約１ MBとして、
５００枚記録させることができ、また動画であれば３０分程度の映像コンテンツを記録で
きるようになる。したがってデジタルカメラで撮影した動画や、携帯電話で配信される動
画等を記録することができ、コンテンツを使用する際のユーザーの利便性を向上させるこ
とができる。また、もちろんパソコンにおいても安価な大容量のデータ保存メディアとし
て便利に利用することができ、その利便性は大きい。
【００１２】
なお、本明細書におけるディスクドライブの好ましい例として、一般にパソコンの場合は
、図１４（ａ）に示すように、パソコンに設けられたＰＣカード用のスロットに挿入され
るカード２の受容部のソケット４に電気的に接続されて装填されるディスクドライブ６の
外、例えば「ｃｌｉｃｋ！（登録商標）」のような、ＰＣカードに内蔵されるディスクド
ライブをも意味する。また、デジタルカメラ３などの場合には、図１４（ｂ）に示すよう
に、カメラ３側の受容部５のソケットに電気的に接続されて装填されるディスクドライブ
６である。したがって、このディスクドライブ６は極めて小型であり、例えば３８ｍｍ～
５５ｍｍの長さと３５ｍｍ～５１ｍｍの幅と３ｍｍ～５ｍｍの厚さを有し、磁気ディスク
カートリッジ８は、例えば２５ｍｍ～３６ｍｍの長さおよび幅と１ｍｍ～３ｍｍの厚さを
有するものが挙げられる。
【００１３】
そして、このような超小型の磁気ディスクカートリッジのハウジングを円盤状に形成し、
コイン感覚で磁気記録メディアを取り扱うことが提案されている。すなわち、自動販売機
に硬貨を投入するような気軽な感覚で、磁気記録メディアを取り扱うことで、利便性を向
上させることが提案されている。
【００１４】
ところで、このような超小型の磁気ディスクカートリッジは、超小型なるが故に組立性の
点で難点がある。
【００１５】
また、このような超小型の磁気ディスクカートリッジにおいて、上記カード型ディスクド
ライブの磁気ヘッドを磁気ディスクの表面にアクセスさせるための開口を開閉するシャッ
ターが必要になるが、このような超小型の磁気ディスクカートリッジは、超小型なるが故
に組付けが容易なシャッターの設計に困難を伴うものである。
【００１６】
さらに、このような磁気ディスクカートリッジは大量に市場に供給される一方、これらの
大量に供給された磁気ディスクカートリッジは、使用後に回収して、磁気ディスクを入れ
替えて再生する等のことをも含むリサイクル処理が施されることが望まれており、磁気デ
ィスクカートリッジに使用する素材の種類を少なくし、かつ、容易に部品を取り出せるよ
うにしたいという要請がある。
【００１７】
上述の事情に鑑み、本発明の第１の目的は、組立性に優れた磁気ディスクカートリッジを
提供することにある。
【００１８】
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本発明の第２の目的は、組付けが容易なシャッターを備えた磁気ディスクカートリッジを
提供することにある。
【００１９】
本発明の第３の目的は、使用する素材の種類が少なく、かつ分解容易なハウジングを備え
た磁気ディスクカートリッジを提供することにある。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
本願第１の発明は、ディスクドライブに装填可能に構成された磁気ディスクカートリッジ
であって、この磁気ディスクカートリッジは、そのハウジング内に磁気ディスクを回転自
在に収容してなるものであり、このハウジングが、上記ディスクドライブの磁気ヘッドを
磁気ディスクの表面にアクセスさせるための開口と、この開口を開閉するシャッターとを
備えているとともに、上記ハウジングが、下シェルと、この下シェルの内側に上方から嵌
合される上シェルとによって構成され、かつすべての構成要素が下シェル内に積上げ方式
で組み付けられるように構成されていることを特徴とするものである。
【００２１】
その場合、下シェル側のシャッターが下シェルの内側に配置されに内蔵され、上シェル側
のシャッターが上シェルの外側に配置され、かつ上下のシャッターがハウジングの開口の
前面側において互いに結合されて一体に開閉作動されるように構成されていることが好ま
しい。
【００２２】
また、上記ハウジングは、上記磁気ディスクの輪郭に沿った円弧と、上記磁気ディスクの
輪郭に沿った円に外接し、かつ互いに直交する２本の直線とからなる外縁形状を有するこ
とが好ましい。
【００２３】
その場合、ハウジングの上記互いに直交する２本の直線に沿って直延びる二つの側壁のう
ちの一方の側壁は、この磁気ディスクカートリッジのディスクドライブへの挿入方向と直
交し、他方の側壁は挿入方向と平行であり、かつ上記直線状に延びる二つの側壁によって
構成されるコーナー部が、ディスクドライブへの挿入方向に関してトレーリング側の片隅
に形成されていることが好ましい。さらに、上記直線状に延びる二つの側壁の外面は、こ
れに隣接する、磁気ディスクの輪郭に沿った円弧を描く周壁の外周面の外接線よりも若干
外方に張り出し、および／または、上記二つの側壁の上縁がハウジングの面板部の上面か
ら突出していることが好ましい。
【００２４】
なお、本発明（以下の発明においても同じ）においては、上記磁気ディスクが、バリウム
フェライト粉末を用いた高記録密度磁気記録媒体であることが好ましい。
【００２５】
本願第２の発明は、ディスクドライブに装填可能な磁気ディスクカートリッジであって、
この磁気ディスクカートリッジは、ハウジング内に磁気ディスクを回転自在に収容してな
るものであり、上記ハウジングが、下シェルと、この下シェルの内側に上方から嵌合され
る上シェルとによって構成され、かつカード型ディスクドライブの磁気ヘッドを上記磁気
ディスクの表面にアクセスさせるための開口と、この開口を開閉するシャッターとを備え
、
このシャッターが、下シェルの内面に配設される下側シャッターと、上シェルの外面に配
設される上側シャッターとによって構成されているとともに、下側シャッターと上側シャ
ッターとが、カートリッジ組立て時に圧入によって一体化され得る係着手段を備えている
ことを特徴とするものである。
【００２６】
上下シャッターには、一体化後の上下方向の相対移動を阻止する外れ防止手段が設けられ
ていることが好ましい。
【００２７】
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さらに、上下のシャッターが、ハウジングの開口を上下から閉塞する水平な扇状の主板部
と、この主板部の円弧状の外縁に沿って略垂直に折り曲げられた垂直板部とをそれぞれ備
え、上記係着手段および外れ防止手段が、双方の垂直板部に設けられていることが好まし
い。
【００２８】
本願第３の発明は、ディスクドライブに装填可能な磁気ディスクカートリッジであって、
この磁気ディスクカートリッジは、ハウジング内に磁気ディスクを回転自在に収容してな
るものであり、このハウジングが、上記ディスクドライブの磁気ヘッドを磁気ディスクの
表面にアクセスさせるための開口と、この開口を開閉するシャッターとを備えているとと
もに、ハウジングの上面および側面を形成する金属素材からなる上シェルと、このハウジ
ングの下面および側面を形成する金属素材からなる下シェルとを備え、上シェルの側面と
下シェルの側面とが直接嵌合結合されて組み立てられることを特徴とするものである。
【００２９】
上記「直接嵌合結合させる」とは、上シェルと下シェルとを弾性変形させたまま組み合わ
せて、上シェルの側面が下シェルを引き込むように、および下シェルの側面が上シェルを
引き込むように上記弾性変形の反力を発生させることによって両者を結合させることを意
味するものであり、この弾性変形は塑性変形を伴ったものであってもよい。なお、上記直
接嵌合結合させた例としては、圧入やカシメ等が挙げられる。
【００３０】
【発明の効果】
本願第１の発明によれば、上記ハウジングが、下シェルと、この下シェルの内側に上方か
ら嵌合される上シェルとによって構成され、かつこの磁気ディスクカートリッジを構成す
るすべての構成要素が、下シェル内に積上げ方式で組み付けられるようになっていること
により、超小型でありながら組立性に優れたディスクカートリッジを得ることができる。
【００３１】
また、このディスクカートリッジのハウジングが、磁気ディスクの輪郭に沿った円弧と、
上記磁気ディスクの輪郭に沿った円に外接し、かつ互いに直交する２本の直線とからなる
外縁形状を有する場合には、ディスクドライブに挿入する際、ディスクドライブに対して
確実に所定の向きで位置決めすることができる。
【００３２】
特に、上記ハウジングの互いに直交する２本の直線に沿って延びる二つの側壁の外面が、
これに隣接する、磁気ディスクの輪郭に沿った円弧を描く周壁の外周面の外接線よりも若
干外方に張り出し、および／または、上記二つの側壁の上縁がハウジングの面板部の上面
から突出している場合、ディスクカートリッジを手で摘んだだけで、ディスクカートリッ
ジの表裏およびディスクドライブに対する正しい挿入方向を識別することができるととも
に、ディスクドライブ側のカートリッジ挿入用スロットの形状を上記二つの側壁の突出形
状に一致させることにより、ディスクカートリッジの誤挿入も防止することができる。
【００３３】
また、上記二つの側壁によって画成されるハウジングコーナー部が、磁気ディスクの外周
から離れた位置にあるため、このコーナー部に、ハウジングを上下に貫通する位置決め基
準孔を設けたり、あるいは、例えば光の反射、透過または特定波長の透過によって情報を
読み取ることができる識別片を後から埋め込むこむこともでき、その場合、この識別片に
よって記録容量等を識別することができるから、ハウジングを共通にすることができると
いう利点もある。
【００３４】
また、本願第２の発明にによれば、上記ハウジングが、下シェルと、この下シェルの内側
に上方から嵌合される上シェルとによって構成され、かつ上記シャッターが、下シェルの
内側に配設される下側シャッターと、上シェルの外側に配設される上側シャッターとによ
って構成されているとともに、下側シャッターと上側シャッターとが、カートリッジ組立
て時に圧入によって一体化され得る係着手段を備えていることにより、上シェルを下シェ
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ルに嵌合させた後に、下シェル内の下側シャッターに上側シャッターを結合させることが
できるから、ハウジングに対するシャッターの組付けが極めて容易となる利点がある。
【００３５】
本願第３の発明によれば、ハウジングの上面および側面を形成する金属素材からなる上シ
ェルと、このハウジングの下面および側面を形成する金属素材からなる下シェルとを備え
、上シェルの側面と下シェルの側面とが直接嵌合結合されて組み立てられているので、上
記ハウジングを、使用する素材の種類が少なく、かつ分解容易なものとすることができる
。これにより、磁気ディスクを入れ替えて磁気ディスクカートリッジを再生する等のこと
をも含むリサイクル処理をより容易に実施することができ資源を有効利用することができ
る。
【００３６】
本発明による磁気ディスクカートリッジは、特にデジタルカメラに使用するのに適し、取
扱いに便利なだけでなく、磁気ディスクであるため安価に製造することができ、記録済み
のディスクカートリッジをそのまま保存したり、人にあげたりする使い方ができるように
なる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による磁気ディスクカートリッジの実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００３８】
図１は、図１４（ａ）に示したものと同様のパソコンに設けられたＰＣカード用のスロッ
トに挿入されるＰＣカード２の受容部のソケット４に電気的に接続されて装填されるディ
スクドライブ６と、このディスクドライブ６に挿入される本発明による磁気ディスクカー
トリッジを示している。このディスクカートリッジ１０は、偏平なハウジング１２内に、
バリウムフェライト粉末を用いた高記録密度磁気記録媒体であることが好ましいフレキシ
ブルな円盤状の磁気ディスク１４を回転自在に収容してなり、ハウジング１２は、ディス
クドライブ６の磁気ヘッドを磁気ディスク１４の表面にアクセスさせるための開口を開閉
する回動式のシャッター３５を備えるとともに、ハウジング１２の上面および側面を形成
する金属素材からなる上シェル３０と、このハウジング１２の下面および側面を形成する
金属素材からなる下シェル２０とを備え、上シェル３０の側面である周壁３０ｂと下シェ
ル２０の側面である側壁部２１、２２および周壁２０ｂからなる側壁とが直接嵌合結合さ
れて組み立てられたものである。なお、この磁気ディスクカートリッジ１０は、磁気ディ
スク１４の輪郭に沿った円と、互いに直角に交わる２本の上記円の外接線とからなる形状
の外縁を有する。
【００３９】
図１に概略的に示された磁気ディスクカートリッジ１０の詳細構成が図２～図５に示して
あり、図２はこの磁気ディスクカートリッジ１０を上方から見た斜視図、図３は下方から
見た斜視図、図４はシャッターが開かれた状態を図２に対応させて示す斜視図、図５は分
解斜視図である。
【００４０】
この磁気ディスクカートリッジ１０は、そのハウジング１２が、金属製の下シェル２０と
、この下シェル２０の内側に上方から圧入されて直接嵌合結合される金属製の上シェル３
０とによって構成され、図５に示すように、下シェル２０側の金属製シャッター２５は下
シェル２０に内蔵され、上シェル３０側の金属製シャッター３５は上シェル３０の外側に
配置され、かつすべての構成要素が下シェル２０内に積上げ方式で組み付けられるように
なっている。
【００４１】
図５から明らかなように、下シェル２０は、ハウジング１２の平面形の輪郭を画成するハ
ウジング１２の下面を形成する底板２０ａと、後述する開口２４の部位を除いて底板２０
ａの周縁から上方へ立ち上がるハウジング１２の側面を形成する側壁とを備え、この側壁
のうち、底板２０ａの上記２本の外接線に沿う直線状のコーナー外縁から立ち上がる側壁
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２１、２２は、その上縁が上シェル３０の上面よりもこの面に垂直な方向に突出し、かつ
両端部が、これに隣接した円周面を形成する周壁２０ｂの外接線よりも上記面方向に若干
外方に張り出して誤挿入防止壁を形成している。そして、一方の側壁２１は、このディス
クカートリッジ１０のディスクドライブ６への挿入方向に関しトレーリング側の隅部にお
いて挿入方向と直交するように形成され、他方の側壁２２は挿入方向と平行に形成されて
いる。この側壁２２の、ディスクドライブ６への挿入方向に関しリーディング側の端部は
、ディスクドライブ６に対する挿入位置決め段部２２ａを形成している。また、側壁２１
、２２によって画成されたハウジング１２のコーナー部には、上下シェル３０、２０を磁
気ディスク１４の回転軸線と略平行方向に貫通する孔１６が形成され、下シェル２０側の
孔１６が位置決め基準孔となっている。
【００４２】
磁気ディスク１４の中心部には、センターコア１５が固定され、下シェル２０の底板２０
ａの中央部には、センターコア１５の底面を外部に臨ませる中心孔２３が形成されている
。この中心孔２３の周囲の上面には、後述する下側シャッター２５の環状部２５ａを回動
可能に軸支する環状壁２０ｃが上記中心孔２３と同軸的に形成され、さらに環状壁２０ｃ
は平坦な上面を備え、この上面上に、後述する下部滑りシート２８の中心部を支持するた
めの、より小径の環状壁２０ｄが環状壁２０ｃと同軸的に形成されている。これら大小の
環状壁２０ｃ、２０ｄは、底板２０ａに対する搾り加工によって形成することができる。
また、下シェル２０の底板２０ａのコーナー部に形成された位置決め基準孔１６の周囲に
も環状壁（図示は省略）が搾り加工によって形成されている。
【００４３】
さらに下シェル２０には、中心孔２３に関して位置決め基準孔１６側とは反対側に、ディ
スクドライブ６の後述する磁気ヘッドを磁気ディスク１４の表面にアクセスさせるための
扇形に開いた開口２４が、中心孔２３の周りに所定の角度範囲に亘って形成され、この開
口２４を開閉する回転式の下側シャッター２５が下シェル２０の内側に配置されている。
【００４４】
金属板によって形成された下側シャッター２５は、その上面図である図６（ａ）、図６（
ａ）のＡ－Ａ線に沿った断面図である図６（ｂ）、および図６（ａ）の右方から見た側面
図である図６（ｃ）から明らかなように、下シェル２０の上記環状壁２０ｃによって回動
可能に軸支される中心の環状部２５ａと、上記開口２４よりも大きい角度範囲に亘って環
状部２５ａから放射方向に水平に延びる扇形の主板部２５ｂと、この主板部２５ｂの円弧
状の外縁に沿って上方へ略直角に折り曲げられた垂直板部２５ｃとから構成されている。
垂直板部２５ｃの両端縁には、図７に示す上側シャッター３５の垂直板部３５ｃの両端に
突設された係合舌片３５ｆ，３５ｆが係入する切欠き２５ｄ，２５ｄが形成されている。
【００４５】
一方、金属板によって形成された上シェル３０は、下シェル２０の底板２０ａと略相似形
でかつ若干小さい頂板３０ａと、後述する開口３４の部位を除いて頂板３０ａの周縁から
下方へ垂下して、下シェル２０の側面周壁が「くの字」型の断面形状にそれぞれ折り曲げ
られて形成された周壁２０ｂおよび側壁２１，２２からなる側壁の内側に直接嵌合結合さ
れる「くの字」型の断面形状に折り曲げられた周壁３０ｂとを備え、下シェル２０の開口
２４に一致する位置に、ディスクドライブ６の磁気ヘッドを磁気ディスク１４の表面にア
クセスさせるための開口３４が形成され、この開口３４を開閉する上側シャッター３５が
上シェル３０の外側に設けられている。
【００４６】
さらに、上シェル３０の互いに直交する２本の直線によって外縁が画成されているコーナ
ー部には、下シェル２０側の位置決め基準孔１６に一致する孔１６に隣接して、例えば光
の反射、透過または特定波長の透過によって情報の読取りが可能な識別片１８を後から埋
め込むことができる穴１７が形成されている。孔１６の周囲の下面には環状壁（図示は省
略）が絞り加工によって形成されている。
【００４７】
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下側シャッター２５と略相似形をなす金属板で形成された上側シャッター３５は、その底
面図である図７（ａ）、図７（ａ）のＢ－Ｂ線に沿った断面図である図７（ｂ）、および
図７（ａ）の右方から見た側面図である図７（ｃ）から明らかなように、中心の環状部３
５ａと、この環状部３５ａから放射方向に水平に延びる扇状の主板部３５ｂと、この主板
部３５ｂの円弧状の外縁に沿って下方へ略直角に折り曲げられた垂直板部３５ｃとを備え
ている。この垂直板部３５ｃは、下側シャッター２５の垂直板部２５ｃに係着可能な構成
を有し、弾性を有する奇数枚（本実施の形態では５枚）の係着片に分割されている。そし
て、中央および両端に位置する３枚の係着片３５ｃ１は、下側シャッター２５の垂直板部
２５ｃの外面に弾性的に係着し、中間の２枚の係着片３５ｃ２は下側シャッター２５の垂
直板部２５ｃの内面に弾性的に係着し得るように、回動中心からの距離を異にして形成さ
れている。
【００４８】
この上側シャッター３５は、シャッター２５，３５を開作動させるために、主板部３５ｂ
のシャッター開方向リーディング側の外端から上方へ切り起こされた作動用突片３５ｄを
備えている。なお、このシャッター作動用突片３５ｄの上縁は、組立て後、ハウジング１
２のコーナー側壁２１，２２の上縁と略同一高さになるように規定されている。
【００４９】
さらに、上側シャッター３５の主板部３５ｂの根元には、後述するシャッター付勢用の渦
巻きバネ４０の外端４０ａを係止する切欠き３５ｅが形成され、また、垂直板部３５ｃの
両端縁には、図６に示す下側シャッター２５の垂直板部２５ｃの両端縁に形成された切欠
き２５ｄ，２５ｄに係入し得る係合舌片３５ｆ，３５ｆが回動中心側に向かって突設され
ている。
【００５０】
このような構成を有する下側シャッター２５および上側シャッター３５は、連結後の状態
を示す上面図である図８（ａ）、図８（ａ）のＣ－Ｃ線に沿った断面図である図８（ｂ）
、および図８（ａ）の右方から見た側面図である図８（ｃ）から明らかなように、下側シ
ャッター２５の垂直板部２５ｃが、上側シャッター３５の垂直板部３５ｃを構成する係着
片３５ｃ１，３５ｃ２の間に圧入されて内外から挟着され、かつ上側シャッター３５の垂
直板部３５ｃが備えている係合舌片３５ｆ，３５ｆが、下側シャッター２５の切欠き２５
ｄ，２５ｄに係入する態様で一体化される。
【００５１】
上述のように組立て時に互いに連結される垂直板部２５ｃ，３５ｃを回動自在に収容する
ために、下シェル２０の開口２４の両側には、シャッター２５，３５の回動範囲範囲に亘
って半径方向外方へ張り出した周壁２６，２７が形成され、これら周壁２６，２７の内側
に凹部２６ａ，２７ａを形成している。図２には、これら凹部２６ａ，２７ａが円弧状溝
として表れている。
【００５２】
また、上シェル３０の頂板３０ａの上面には、シャッター３５の環状部３５ａおよび主板
部３５ｂを収容し、かつシャッター３５の回動を許容するための凹部３６（図５参照）が
形成され、この凹部３６の中心部には、シャッター３５の環状部３５ａを回動可能に軸支
するための円形凸部３７が形成されている。そして、シャッター３５の環状部３５ａが円
形凸部３７に軸支された場合、シャッター３５の主板部３５ｂが凹部３６の底面に接し、
垂直板部３５ｃが上シェル３０の開口３４の両側の円弧状周壁３０ｂの外側に被さるよう
になっている。
【００５３】
そして、下側シャッター２５の垂直板部２５ｃと、上側シャッター３５の垂直板部３５ｃ
とは、上シェル３０が下シェル２０に嵌着された後に、上側シャッター３５を上シェル３
０上に載置し、位置合わせ後、上方から力を加えることにより、上側シャッター３５の垂
直板部３５ｃの係着片３５ｃ１，３５ｃ２の間に下側シャッター２５の垂直板部２５ｃが
圧入され、その際に、上側シャッター３５の垂直板部３５ｃの両端の係着片３５ｃ１、３
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５ｃ１が弾性的に撓むことにより、係合舌片３５ｆ，３５ｆが、下側シャッター２５の切
欠き２５ｄ，２５ｄに係入して、図８の状態に一体化されるように構成されている。
【００５４】
この磁気ディスクカートリッジ１０は、すべての構成部品を下シェル２０上に積み上げ式
に組み立てることができる特徴を有しており、次に、上記した構成部品以外の構成部品の
説明とともに、この磁気ディスクカートリッジ１０の組立て方法について図５および図９
を参照して説明する。
【００５５】
先ず下シェル２０の底板２０ａの環状壁２０ｃに下側シャッター２５の環状部２５ａを嵌
める。この場合、シャッター２５は、その垂直板部２５ｃが開口２４の両側の凹部２６ａ
，２７ａの内壁面に接する態様で主板部３５ｂが下シェル２０の開口２４を閉鎖した閉位
置とする。次に下部滑りシート２８を配置する。この滑りシート２８は下シェル２０の底
板２０ａと略相似形をなし、中心孔から外方に延びる扇形の開口２８ａと、互いに直交す
る２本の直線によって画成されたコーナー部とを備え、その中心孔を下シェル２０の底板
２０ａの環状壁２０ｄに嵌め、下側の環状壁２０ｃの平坦な上面で支持する。滑りシート
２８はそのコーナー部に、下シェル２０の底板２０ａの形成された位置決め基準孔１６に
一致する孔２８ｂを備えており、この孔２８ｂに下シェル２０の位置決め基準孔１６の周
囲に形成された環状壁を嵌めて滑りシート２８のコーナー部を支持させる。
【００５６】
次に、センターコア１５を備えた磁気ディスク１４を配置し、さらに、開口３８ａとコー
ナー部の孔３８ｂとを備えて下部滑りシート２８と同形に形成された上部滑りシート３８
を配置してから、図９に示すように上シェル３０の側面である「くの字型」に折り曲げら
れた断面形状を有する周壁３０ｂを、下シェル２０の側面である同じく「くの字型」に折
り曲げられた周壁２０ｂ、側壁２１および側壁２２からなる側壁の内側に直接嵌合結合さ
せる。これにより、上記凹部２６ａ，２７ａにあるシャッター２５の垂直板部２５ｃが、
上記凹部２６ａ，２７ａと上シェル３０の周壁３０ｂとによって形成される溝内で溝に沿
って移動可能になる。また、上シェル３０の頂板３０ａのコーナー部に形成されている孔
１６の環状壁が上部滑りシート３８のコーナー部の孔３８ｂに嵌められて、滑りシート３
８のコーナー部が支持されるとともに、上下の滑りシート２８，３８のコーナー部は、上
シェル３０のコーナー部の側壁の内壁面によっても支持される。
【００５７】
次に、上側のシャッター３５を、その環状部３５ａが上シェル３０上面の円形凸部３７に
軸支される態様で上方から組み付け、図８に示すように、その垂直板部３５ｃの係着片３
５ｃ１，３５ｃ２の間に下側シャッター２５の垂直板部２５ｃを圧入してシャッター２５
，３５を一体化するとともに、上側シャッター３５の垂直板部３５ｃの両端の係合舌片３
５ｆ，３５ｆを、下側シャッター２５の切欠き２５ｄ，２５ｄに係入させる。次に、シャ
ッター付勢用の平面形状の渦巻きバネ４０を円形凸部３７に嵌め、この渦巻きバネ４０の
内端４０ｂを円形凸部３７のスリット３７ｂに係入させ、外端４０ａをシャッター３５の
主板部３５ｂの切欠き３５ｅに係止することによって、シャッター２５，３５は閉方向に
付勢され、かつ閉位置に保持される。
【００５８】
次に、上シェル３０の開口３４に倣う開口４１ａを備え、かつ上シェル３０の凹部３６よ
りも大径の金属製のカバープレート４１を、図５に破線４１ｂで示されている中心部を上
シェル３０の円形凸部３７上に接着し、周縁部を上シェル３０の頂板３０ａ上に接着する
ことによって、渦巻きバネ４０が外れないようにするとともに、カバープレート４１の下
面側にシャッター３５の回動空間を画成し、以上をもってディスクカートリッジ１０の組
立てが完了する。
【００５９】
上記カバープレート４１の上面は凹凸面とすることによって、ディスクカートリッジ１０
の表裏を触感で識別することができる。あるいは、カバープレート４１の上面に蛍光塗料
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を塗布して、暗闇の中でもディスクカートリッジ１０の表裏を識別できるようにしてもよ
い。さらにはカバープレート４１の上面にマット加工を施して、鉛筆で数字等を書き込め
るようにしてもよい。あるいは図示のように、カバープレート４１の上面に例えば紙製の
円形ラベル４２を貼付して、これに情報を書き込むことができるようにしてもよい。その
場合、カバープレート４１の開口４１ａの輪郭に沿ったミシン目４２ａをラベル４２に設
け、使用時にこのミシン目４２ａで囲まれた領域４２ｂを切り取るようにすることによっ
て、未使用のカートリッジ１０のバージン保証に供することができ、また露出した上側シ
ャッター３５の保護を図ることもできる。
【００６０】
なお、上下シェル３０，２０の周壁３０ｂ，２０ｂ同士を弾性的に嵌合させるために、周
壁３０ｂ，２０ｂのいずれか一方、例えば周壁３０ｂに、図示のような複数のスリット３
９を設けることによって、周壁３０ｂに弾性を与えることが好ましい。また、下側シャッ
ター２５の主板部２５ｂの上面および上側シャッター３５の主板部３５ｂの下面には、上
シェル３０の開口３４および滑りシート２８，３８の開口２８ａ，３８ａを通して回転中
の磁気ディスク１４の表面に接触するクリーニング部材４４がそれぞれ放射状に取り付け
られている。クリーニング部材４４は、シャッター２５，３５の主板部２５ｂ，３５ｂの
閉方向の端縁に沿って放射状に取り付けられており、これらクリーニング部材４４は、磁
気ディスク１４が静止している際に磁気ディスク１４がシャッター２５，３５の主板部２
５ｂ，３５ｂに接触するのを防止する機能も有する。
【００６１】
また、シャッター２５、３５が開いて磁気ディスク１４が回転しているときにクリーニン
グ部材４４が磁気ディスク１４の表面の一か所のみに接触していると磁気ディスク１４の
回転時のバランスが悪いので、磁気ディスク１４の保護用に設けられている滑りシート２
８，３８の磁気ディスク１４に面する表面に、クリーニング部材４４と同一高さを有する
突条４５を、シャッター開時のクリーニング部材４４に対して１８０度偏位した位置に放
射状に設けることが好ましい。さらに各２本の突条４５を、シャッター開時のクリーニン
グ部材４４に対して１２０度偏位した位置に放射状に設けてもよい。
【００６２】
次に、上記圧入方式とは異なり、上シェルと下シェルとを嵌合方式によって直接嵌合結合
させる場合について説明する。図１０は上シェルと下シェルとを嵌合方式によって組み立
てる様子を示した分解斜視図、図１１は上記嵌合方式によって組み立てられた磁気ディス
クカートリッジの斜視図である。
【００６３】
図１０に示すように、下シェル６０に、下シェル６０の周壁６０ｂの一部にカシメ用突起
部６０ｃを形成すると共に、上シェル６５に、下シェル６０と上シェル６５とが組み合わ
されたときにカシメ用突起部６０ｃに対応した位置となる上シェル６５の周壁６５ｂの一
部にカシメ受部６５ｃを形成する。カシメ用突起部６０ｃが形成されている下シェル６０
とカシメ受部６５ｃが形成されている上シェル６５とを組み合わせた後、図１１に示すよ
うにカシメ用突起部６０ｃをカシメ受部６５ｃ側に折り曲げて、下シェル６０と上シェル
６５とを直接嵌合結合させる。このようにして、上述した磁気ディスクカートリッジを結
合するようにしてもよい。
【００６４】
図１２は、ディスクドライブ６に磁気ディスクカートリッジ１０を挿入する場合の状態を
示す概略的平面図、図１３は、磁気ディスクカートリッジ１０がディスクドライブ６に装
着された状態を示す概略的平面図である。なお、図１２および図１３は、磁気ディスクカ
ートリッジ１０とディスクドライブ６との相対位置関係の説明に供するもので、細部につ
いては省略してある。
【００６５】
ディスクドライブ６は、カートリッジ挿入スロット６ａと、内部のカートリッジ収容スペ
ース７とを備え、さらに、通常はカートリッジ１０の挿入通路（通路の端縁を破線Ｌで示
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してある）外に退避している上下一対の回動式アーム５１を備えたヘッドアセンブリ５０
と、ディスクドライブ６へのカートリッジ１０の挿入に伴って、シャッター３５の作動用
突片３５ｄに係合して、シャッター２５，３５を開作動させるシャッター作動部材５２と
を備えている。アーム５１の先端には磁気ヘッド５３が互いに対向するようにそれぞれ固
定されて、磁気ディスク１４の両面にアクセスするように構成されている。
【００６６】
また、上記カートリッジ挿入スロット６ａは、ディスクドライブ６のヘッドアセンブリ５
０側とは反対側の側壁面６ｂに接して形成され、この側壁面６ｂに、磁気ディスクカート
リッジ１０の側壁２２の挿入位置決め段部２２ａに係合する位置決め突起６ｃが形成され
ている。また、図示は省略するが、カートリッジ挿入用スロット６ａの上縁には、磁気デ
ィスクカートリッジ１０の側壁２２の上縁部と、閉位置にあるシャッター３５の作動用作
動用突片３５ｄとに対応する位置に、これらの通過を許容する切欠きが形成されて、磁気
ディスクカートリッジ１０の誤挿入を防止している。
【００６７】
磁気ディスクカートリッジ１０は、図１２に矢示する方向からディスクドライブ６に挿入
され、その際に、シャッター３５が備えている作動用突片３５ｄに、ディスクドライブ６
のシャッター作動部材５２が係合して、磁気ディスクカートリッジ１０の挿入に伴ってシ
ャッター２５，３５が開作動される。その場合、上側シャッター３５の作動用突片３５ｄ
が磁気ディスクカートリッジ１０の挿入方向に対して右側方に設けられているため、磁気
ディスクカートリッジ１０の挿入に伴って、シャッター作動部材５２から磁気ディスクカ
ートリッジ１０に対しこれを図の時計方向に回動させようとする力Ｆが加えられるが、ハ
ウジング１２のコーナー部の直線状に延びる側壁２２がディスクドライブ６の内壁面６ｂ
に当接して回動が阻止されるようになっている。そして、図１３に示すように、磁気ディ
スクカートリッジ１０が完全にディスクドライブ６内に挿入されると、ディスクドライブ
６が備えている図示しない位置決め突起が位置決め基準孔１６に係入し、さらに必要に応
じてハウジング１２の側壁２２に形成されている位置決め凹部２２ｂに、ディスクドライ
ブ６側の図示しない位置決め突起が係入して、磁気ディスクカートリッジ１０がディスク
ドライブ６内の所定位置に係止される。そして、ヘッドアセンブリ５０のアーム５１が図
の反時計方向に回動して、磁気ヘッド５３が磁気ディスク１４の両面にアクセスする。
【００６８】
以上の説明で明らかなように、本発明による磁気ディスクカートリッジ１０は、そのハウ
ジング１２が、下シェル２０と、この下シェル２０の内側に上方から嵌着される上シェル
３０とによって構成され、かつこの磁気ディスクカートリッジ１０を構成するすべての構
成要素が、上シェル３０の円形凹部３７上に接着されるカバープレート４１を除いては、
全て下シェル内に積上げ方式で嵌合により組み付けられるようになっているため、超小型
でありながら組立て性および分解性に優れているという利点を有するものである。
【００６９】
また、ハウジング１２が、磁気ディスク１４の輪郭に沿った円と、互いに直角に交わる２
本の上記円の外接線とからなる形状の外縁からなる平面形を有することにより、ディスク
ドライブ６に挿入する際、ディスクドライブ６に対して確実に所定の向きで位置決めする
ことができる。
【００７０】
特に、ハウジング１２の互いに直角に交わる２本の外接線に沿って直線状に延びる二つの
側壁２１，２２の外面が、これに隣接する、磁気ディスク１４の輪郭に沿った円を描く周
壁２０ｂの外周面の外接線よりも若干外方に張り出し、かつ上記二つの側壁２１，２２の
上縁がハウジング１２の面板部の上面から突出しているため、ディスクカートリッジ１０
を手で摘んだだけで、ディスクカートリッジ１０の表裏およびディスクドライブ６に対す
る正しい挿入方向を識別することができるとともに、ディスクドライブ６側のカートリッ
ジ挿入スロット６ａの形状が側壁２１，２２の突出形状に一致させてあることにより、デ
ィスクカートリッジ１０の誤挿入も防止することができる。
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【００７１】
また、二つの側壁２１，２２によって画成されるハウジングコーナー部が、磁気ディスク
１４の外周から離れた位置にあるため、このコーナー部に、ハウジングを上下に貫通する
位置決め基準孔１６を設けたり、あるいは、例えば光の反射、透過または特定波長の透過
によって情報を読み取ることができる識別片１８を共通のハウジング１２に後から埋め込
むこむこともでき、その場合、この識別片によって記録容量等を識別することができるか
ら、ハウジングを共通にすることができる利点もある。
【００７２】
さらに、下側シャッター２５と上側シャッター３０とが、カートリッジ組立て時に、上側
シャッター３５の垂直板部３５ｃを構成する係着片３５ｃ１，３５ｃ２の間に下側シャッ
ター２５の垂直板部２５ｃを圧入することによって、上下のシャッター３５，２５が一体
化されるように構成されていることにより、上シェル３０を下シェル２０に嵌合させた後
に、下シェル２０内の下側シャッター２５に上側シャッター３５を結合させることができ
るから、ハウジング１２に対するシャッターの組付けが極めて容易となる利点がある。
【００７３】
また、上側シャッター３５の垂直板部３５ｃの両端に係合舌片３５ｆ，３５ｆが、上記圧
入に伴って、下側シャッター２５の切欠き２５ｄ，２５ｄに係入するように構成されてい
るから、上下のシャッター３５，２５の結合状態が外れる虞れもなくなる。
【００７４】
さらに、下シェル２０、上シェル３０、カバープレート４１およびシャッター２５、３５
が全て金属で形成されているので、磁気ディスクカートリッジ全体のリサイクル処理をよ
り容易に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による磁気ディスクカートリッジを、このディスクカートリッジが挿入さ
れるディスクドライブと、このディスクドライブが装填されるカードスロットを備えた電
子機器とともに示す概略的説明図
【図２】本発明による磁気ディスクカートリッジを上方から見た斜視図
【図３】図２の磁気ディスクカートリッジを下方から見た斜視図
【図４】図２の磁気ディスクカートリッジのシャッターが開かれた状態を示す図２に対応
する斜視図
【図５】図２の磁気ディスクカートリッジの分解斜視図
【図６】下側シャッターを示す図で、図６（ａ）はその上面図、図６（ｂ）は図６（ａ）
のＡ－Ａ線に沿った断面図、図６（ｃ）は図６（ａ）の右方から見た側面図
【図７】上側シャッターを示す図で、図７（ａ）はその底面図、図７（ｂ）は図７（ａ）
のＢ－Ｂ線に沿った断面図、図７（ｃ）は図７（ａ）の右方から見た側面図
【図８】上下のシャッタの連結後の状態を示す図で、図８（ａ）はその上面図、図８（ｂ
）は図８（ａ）のＣ－Ｃ線に沿った断面図、図８（ｃ）は図８（ａ）の右方から見た側面
図
【図９】下シェルと上シェルとが直接嵌合結合されて組み立てられた状態を示す断面図
【図１０】上シェルと下シェルとを嵌合方式によって組み立てる様子を示す分解斜視図
【図１１】嵌合方式によって組み立てられた磁気ディスクカートリッジの斜視図
【図１２】本発明の磁気ディスクカートリッジがディスクドライブに挿入される様子を示
す概略的平面図
【図１３】本発明の磁気ディスクカートリッジがディスクドライブに装着された状態を示
す概略的平面図
【図１４】本発明の前提となるディスクドライブを、このディスクドライブが装填される
カードスロットを備えた電子機器とともに示す概略的説明図
【符号の説明】
６　　ディスクドライブ
１０　　磁気ディスクカートリッジ
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１２　　ハウジング
１４　　磁気ディスク
１５　　センターコア
１８　　識別片
２０　　下シェル
２１，２２　　側壁
２４，３４　　磁気ヘッドアクセス用開口
２５，３５　　シャッター
２８、３８　　滑りシート
３０　　上シェル
４０　　渦巻きスプリング
４１　　カバープレート
４２　　ラベル
４４　　クリーニング部材
４５　　突条
５０　　ヘッドアセンブリ
５１　　アーム
５２　　シャッター作動部材
５３　　磁気ヘッド
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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